
 

 

令和 8年度事業計画 

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで） 

１．基本方針 

公益社団法人として「法人会の理念」に則り、法人会の活動の原点である「税」に関する

活動に軸足を置きながら、会員の研鑽、納税意識の高揚に努めるとともに、地域社会の健全

な発展に貢献していく。 

法人会活動を充実させるには組織・財政基盤の強化が重要であるため、会員の増強や会員

企業にとって魅力ある活動が行われるよう努めていく。 

 

２．主な事業計画 

  （１）税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業 

 ① 税に関する説明会・研修会・セミナー・講演会等の開催事業 

    会員をはじめ、広く一般の企業及び市民を対象に、税をテーマとして税知識の習得・普及・

啓発・納税意識の高揚を目的に「年末調整説明会」等の研修会を広島北税務署担当官等の専

門知識を有する講師により開催する。 

    また、申告制度の一層の定着を資するため、消費税の期限内納付や、国税電子納税システ

ムの「ｅ－Ｔａｘ」や地方税の電子申告「ｅＬＴＡＸ」等をはじめとするキャッシュレス納

付の推進に努める。それに加えて、社会全体のＤＸ推進等にも努める。 

 

  ② 租税教育事業 

     次代を担う児童生徒に対し、税の使途や役割に関心を持ち、税の大切さを正しく理解して

もらうため、次の事業を実施する。 

● 租税教室 

      広島北税務署管内の小学６年生を対象に、青年部会員が講師として小学校に出向いて

実施する。公益財団法人全国法人会総連合が作成した動画等を活用し、税と暮らしの結

びつきを正しく理解してもらえるよう努める。 

● こども税金クイズ 

       青年部会が中心となり、参加者に「税」に関する興味と理解を深めてもらうことを目

的として開催する。 

● 税に関する絵はがきコンクール 

      広島北税務署管内の小学６年生児童から税に関することをテーマにした絵はがきを

募集する。 



この事業は、児童が税を正しく理解し、税の大切さや税の使い道について勉強しても

らうことを目的としており、優秀作品については表彰及び作品の展示を行う。 

 

③ 税の広報事業 

    広報誌「ひろしま北」の発行(年２回)及びホームページの内容をより充実させ、会員のみ

ならず広く一般市民に対しても、税に関する知識の普及と啓発を目的として、時宜に適した

情報を発信していく。 

     税を考える週間の中で、税の啓発のための広報活動として「税に関する書道パフォーマン

ス」を実施する。 

     ホームページ上でインターネットセミナーを視聴可能とし、税に関する知識は勿論、経営

に役立つ様々な情報を提供する。 

 

 ④ 税制改正への提言 

         地域経済の担い手である中小企業の活性化に資する税制をはじめ、「税のオピニオン    

リーダー」としてわが国の将来を展望した建設的な提言に努める。 

     また、公益財団法人全国法人会総連合を通じて集約された税務・税制に関する提言を、地

元出身の国会議員、町長、町議会議長に持参し提言・要望を行う。 

 

  ⑤ 財政健全化のための健康経営プロジェクト事業 

     法人会ならではの健康経営推進と普及に取り組むため、「法人会版健康経営宣言書」の提

出推進に取り組み、受託保険会社と協力して「健康サポートプログラム」アプリの導入にも

努める。 

          また非会員も参加可能な「健康」に関する研修会やセミナー等の企画を進めていく。 

 

（２）地域の経済・社会環境の整備改善等を図るための事業 

① 地域経済・社会の活性化に資する事業 

    地域社会の健全な発展を目標として、会員はじめ一般の企業や市民を対象に、税制・地域

経済・時事問題等をテーマとした講演会などを開催する。 

  ② 地域経済社会への貢献に資するための事業 

    地域社会との交流を目的とし、花苗等を寄贈する美化運動等を行う。 

  ③ 地域社会の健全な発展を目的として、障害者支援団体、社会福祉団体等へ寄贈する。 

 

（３）会員のための親睦・交流・福利厚生に関する事業 

① 会員交流に資するための事業 

地域の中小企業の健全な発展を目的として、経営・労務・法律等を中心とした研修会等を

行い、地域企業の発展に貢献する。 



● 会員支援事業 

会員支援のため、会員の輪を広げるとともに、異業種交流の一環として会員間の情報

交換や相互の親睦事業を行う。会員に限定した研修会、親睦ゴルフ等の事業を行う。 

    ● 会員増強事業 

年間を通じて会員増強に努めることとし、全法連の定める「会員増強月間」の９月か

ら１２月は積極的な会員増強活動を実施する。 

新入会員に対しオリエンテーションを開催するなどし、退会防止の施策も実施する。 

    ● 支部事業 

       支部組織は、会員や地域に密着した活動に不可欠であるため一層の充実を図る。 

       また、各支部は、研修会、懇親会等を積極的に開催し、支部会員相互の交流を深め会

員増強に努める。 

● 青年・女性部会活動 

       青年部会は、研修会・親睦交流等を通じて、次代を担う若手経営者としての資質の向

上に努め、充実を図る。会員相互の情報を共有・交換し、ビジネスチャンスの創出等魅

力ある部会活動を展開して、会員増強に推進する。 

また、青年部会活動の二つの大きな柱である「租税教育活動」と「健康経営」につい

て、より積極的な活動を展開する。 

       女性部会においては、法人会組織の一員として法人会活動に積極的に参画するととも

に、租税教育の一環として「税に関する絵はがきコンクール」を実施する。 

講演会や視察旅行を開催するなど魅力ある女性部会活動を展開して会員増強にも努 

める。 

 

   ② 会員のための福利厚生事業 

     会員企業の安定を担保する福利厚生制度の円滑な運営と財産基盤の安定化のため、協力保

険３社と協力し、企業保全を目的とした生命保険・損害保険等の普及・推進事業を行う。 

● 経営者大型総合保険制度の普及・推進（大同生命保険㈱）。 

● ビジネスガードの普及・推進（ＡＩＧ損害保険㈱）。 

●  がん・医療保険制度の普及・推進（アフラック）。 


